
月ご款

特定非営利活動法人日本サハ リン協会定款

平成 10年 12月 12日制定

令和 6年度改定

第 1章 総 則

(名 称)

第 1条 本協会は特定非営利活動法人日本サハ リン協会と称する。

(事務所)

第 2条 本協会は、事務所を東京都渋谷区内に置く。

(目  的)

第 3条 本協会は、サハ リン (旧樺太)な らびに旧ソ連大陸に残留を余儀なくされたままになつている同胞の

消息調査、日本国内の肉親確認、および同胞の一時帰国、永住帰国の支援を行 う。さらに、これに関連す

る必要事業、関係国との国際協力活動を行 う。

(特定非営利活動の種類およびその事業の種類 )

第 4条 本協会は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第 2条別表の「人権の擁護又は平和

の促進を図る活動」および 「国際協力の活動」を行い、次に掲げる事業を行 う。

(1)一時帰国者、永住帰国者の送迎・帯同・および身元引き受け。

(2)一時帰国者の事務手続き。

(3)サハ リンおよび旧ソ連地区の現地調査。

(4)会報の発行その他第 4条の活動、事業の達成に必要な業務。

第 2章 会 員

(会員の種類)

第 5条 本協会の会員は、正会員をもって特定非営利活動法人上の社員 とし、正会員とは本協会の目的に賛

同して入会した個人および団体をいう。
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および会費)

本協会の正会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により申し出て、会費を払い込

ことによつて正会員になることができる。

費の額は、別の規則において定める。

(退会)

第 7条 正会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。書式は特に定めない。

2 正会員が次のいずれかに該当するときは、退会 したものとみなすことができる。

(1)本人が死亡、または正会員である団体が解散 したとき。

(2)会費を 2年以上滞納 したとき。

(除 名 )

第 8条 正会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。

(1) 法令、本協会の定款または規則に違反 したとき。

(2) 本協会の名誉を著 しく毀損 し、または本協会の目的に反する行為をしたとき。

第 3章 役 員

(役員の種類および定数)

第 9条 本協会に次の役員を置く。

(1)理事 5人以上

(2)監事 2人以上

2 理事のうち、 1人を理事長、 1人ないし2人を副理事長とする。理事会は必要に応 じ事務局長、事務長を

置くことができる。

3 理事長は本協会の会長を兼務することができる。副理事長は副会長を兼務することができる。

4 本協会は顧間を置くことができる。

(選任等)

第 10条 理事及び監事は、理事会において選任する。

2 理事長、副理事長は理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは 3親等以内の親族が 1人を超えて含まれ、

または当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親族が役員総数の 3分の 1を超えて含まれることになって

はならない。

4 法第 20条各号のいずれかに該当する者は、本協会の役員になることができない。

5 監事は、理事又は本協会の職員を兼ねてはならない。
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(職務 )

第 11条 理事長は、本協会を代表 し、その業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐 し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事会において

あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成 し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基き、本協会の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行 う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若 しく

は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見をのべること。

(任期等)

第 12条 役員の任期は 2年 とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任 された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間と

する。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(解 任 )

第 13条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の 3分の 2以上の議決により、当

該役員を解任することができる。

(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第 4章 会 議

(会議の種類)

第 14条 本会議の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。

(会議の構成)

第 15条 総会は正会員をもって構成する。

2 理事会は理事をもって構成する。

3 監事は理事会に出席 し、意見を述べることができる。
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(会議の権能)

第 16条 理事会は、次の事項を議決する。

(1)事業計画および予算の作成並びにその変更。

(2)理事および監事の選任、解任、報酬、職務。

(3)本協会の組織および職務、組織図の公表は別に定める規則による。

(4)会費の額。

(5)総会に付すべき事項。

(6)その他本協会の運営に関する必要な事項。

2 総会は、特定非営利活動促進法およびこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項と

して提案したことを審議、評決する。

(会議の開催 )

第 17条 通常総会は、毎年 1回、毎事業年度終了後 2ヶ 月以内に開催する。

2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求があった場合。

(2)正会員の 5分の 1以上から会議の目的たる事項を示 して請求があった場合。

(3)第 11条第 4項第4号の規定に基づき、監事から招集の請求があった場合。

3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めた場合。

(2)理事の現在数の 3分の 1以上から会議の目的たる事項を示 して請求があった場合。

(招 集)

第 18条 総会および理事会は、理事長が招集する。

2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面を、

開会日の 2週間前までに発信 して行わなければならない。

3 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示 した文書また

はファックス、E―mailを もって、開会 日の 1週間前までに招集通知を発信 して行わなければならない。た

だし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要と認めて招集するときは、この限りではない。

4 前条第 2項または第 3項第 2号の請求があった場合は、理事長は速やかに会議を招集 しなければならない。

(会議の運営方法)

第 19条 総会および理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。

(定足数)

第 20条 総会は、正会員が過半数以上出席 した場合に開催する。

2 理事会は、理事 3名以上が出席 した場合に開催することとする。
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(議 決)

第 21条 総会および理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。

2 総会および理事会において、第 18条第 2項または第 3項の規定により、あらかじめ通知された事項に

ついてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の 3分の 2以上の

同意があった場合は、この限りではない。

3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について議決権を行使することがで

きない。

(書面による決議等 )

第 22条 総会または理事会に出席しない正会員 (構成員)は、あらかじめ通知された事項について、書面

若 しくは電磁的方法をもって議決権を行使することができる。

2 第 1項の規定により議決権を行使する正会員 (構成員)は、前 2条および次条第 1項の規定の適用に

ついては出席 したものとみなす。

3 提出書面 (委任状)については、別に定める規則による。

(議会の議事録)

第 23条 総会及び理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成 しなければならない。

(1)日 時及び場所。

(2)正会員総数又は理事総数及び出席者数 (書面若 しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場

合にあつては、その数を付記すること)。

(3)審議事項。

(4)議事の経過の概要及び議決の結果。

(5)議事録署名人の選任に関する事項。

第 5章 資産および会計

(資産の構成 )

第 24条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産。

(2)会費。

(3)寄付金品。

(4)その他の収入。

(事業年度)

第 25条 本協会の事業年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年の 3月 31日 に終わる。

会計は別に定める規則に基づくものとする。
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(事業計画および予算)

第 26条 本協会の事業計画および予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なけ

ればならない。

2 事業計画および予算の変更は、理事会の議決を経て行 う。

(事業報告および決算)

第 27条 本協会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、理事長が事業

年度終了後に遅滞なくこれを作成 し、会計監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を

得なければならない

第 6章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第 28条  この定款は、総会において出席 した正会員の 4分の 3以上の議決を経、かつ特定非営利活動促進法

第 25条第 3項に規定する事項については、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。

2 本協会の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、

所轄庁に届け出なければならない。

(解 散)

第 29条 本協会は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議。

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の遂行の不能。

(3)正会員の欠亡。

(4)合併。

(5)破産手続開始決定。

(6)特定非営利活動促進法第 43条の規定による設立の認証の取 り消し。

2 前項第 1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席 した正会員の 3分の 2以上の議決を経なけ

ればならない。

3 前項第 2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。

(合 併)

第 30条 本協会は、総会において出席 した正会員の 3分の 2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けな

ければ合併することができない。

(残余財産の帰属先)

第 31条 本協会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席 した正会員の過半数の議決を経て選定

された特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。
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第 7章 雑 則

(公告の方法)

第 32条 本協会の公告は、本協会の掲示板に掲示するとともに官報に掲載 して行 う。ただし、法第 28条の2

第 1項に規定する貸借対照表の公告については、当協会の主たる事務所の掲示板に掲示して行 う。

(実施規則 )

第 33条  この定款の実施に関して必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則

1 この改定された定款は、平成 24 年 11 月 15 日から施行する。

2 本協会の設立当初の正会員の年会費は、第 6条の規定にかかわらず、以下の金額 とする。年会費 8千円。

3 本協会の設立当初の役員は、第 11条の規定にかかわらず、次に掲げる者 とする。

理事長

副理事長

副理事長

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

監事

大角芳正

朝日純一

小川峡一

金成良克

久保田若子

笹原 茂

小林幹夫

斉藤精一

清水匡平

渡辺勝賢

片桐人重子

杉山秀子

4 本協会の設立当初の事業年度は、第 26条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成 11年 12月 31日 ま

でとする。

5 本協会の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第 27条第 1項の規定にかかわらず、設立総

会の定めるところによる。

附 貝」

1 この改定された定款は、平成 26年 4月 26日 から施行する。

2 第 42条の規定にかかわらず、平成 26年 1月 1日 から始まる平成 26年度の事業年度は平成 26年 3月 31

日までとする。
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附 則

1 この改定された定款は、平成 27 年 9 月 18 日から施行する。

附 貝」

1 この改定された定款は、平成 29 年 7 月 12 日から施行する。

附 則

1 この改定された定款は、令和  5 年 10月  10 日から施行する。

附 則

1 この改定された定款は、令和 6 年 10 月 29 日から施行する。
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